
埋蔵（納骨）届

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　墓地管理者　　様

　墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第14条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり埋蔵（納骨）します。

　提出書類
[bookmark: _GoBack]　□　火葬許可証　　　　□　改葬許可証

	申請者
(使用者)
	住所
	

	
	氏名
	

	
	電話番号
	－　　　　－
	埋蔵者
との続柄
	

	埋蔵者
	氏名
	
	生年月日
	年　　　月　　　日

	
	死亡年月日
	年　　　月　　　日
	埋蔵年月日
	年　　　月　　　日

	埋蔵先
	名称
	墓地　・　霊園　（　　　　　　　　　年度造成墓地）

	
	使用者氏名
	□申請者と同じ

	番号
	第　　　　番



近浦墓地、笛舞墓地、本町墓地、坂岸墓地については、えりも町役場町民生活課に提出してください。
　上記以外の墓地やお寺に納骨の際は、管理している自治会やお寺に提出してください。
